
開発許可等不要証明書の交付に必要な図書について  

 

証 明 書 の 交 付 ま で 通 常 ２ 週 間 前 後  （ 形 式 上 の 不 備 の 是 正 等 に 係

る 補 正 に 要 す る 期 間 、追 加 資 料 の 提 出 等 に 要 す る 期 間 及 び 申 請 者 の

都 合 に よ り 変 更 等 を 行 う た め に 要 す る 期 間 を 除 く 。）  か か り ま す の

で 、 あ ら か じ め 御 了 承 願 い ま す 。 ま た 、 証 明 書 に つ い て は 、 建 築 確

認 申 請 に 係 る 計 画 に 対 し て 交 付 さ れ る も の で あ り 、建 築 計 画 が 変 更

と な る 場 合 は 再 度 交 付 が 必 要 と な り ま す の で 、 申 請 に お い て は 、 他

法 令 等 へ の 適 合 を 十 分 確 認 し て 下 さ い 。  

 

※ 申 請 手 数 料 ： ５ ０ ０ 円  

申 請 時 に 現 金 を ご 用 意 の 上 、 お 支 払 い い た だ き ま す 。 な お 、 宅 地  

課 窓 口 に て 現 金 を 取 り 扱 っ て い な い た め 、 お 支 払 い は 、 第 １ 庁 舎  

１ 階 の 千 葉 銀 行 窓 口 （ 千 葉 銀 行 が 閉 ま っ て い る 場 合 は 会 計 課 ） に  

て お 願 い し ま す 。  

 

提 出 部 数 ： ２ 部  

※ 正 本 （ 申 請 書 ） １ 部 、 副 本 （ 証 明 書 ） １ 部  

 

チ ェ ッ ク 表  □ に☑を 入 れ て 確 認 し て く だ さ い 。  

番

号  

添 付 書 類 及 び 図 面  

・ 明 示 す べ き 事 項  

１  

 

２  

□ 申 請 書 （ 正 本 ）  

※ 流 山 市 開 発 行 為 等 規 制 規 則 第 ３ ０ 号 様 式 （ 第 １ ８ 条 関 係 ）  

□ 証 明 書 （ 副 本 ）  

※ 流 山 市 開 発 行 為 等 規 制 規 則 第 ３ ２ 号 様 式 （ 第 １ ８ 条 関 係 ）  

・ 申 請 者 は 建 築 確 認 申 請 の 申 請 者 と 同 一 と し て 下 さ い 。  

・ 用 途 、 敷 地 面 積 は 建 築 確 認 申 請 と 同 一 と し て 下 さ い 。  

３  □ 委 任 状  

※ 申 請 者 本 人 以 外 が 申 請 す る 場 合  

・ 受 任 者 の 氏 名 、 電 話 番 号 、 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 を 記 入 （ ※ 窓 口 に 来 庁

す る 担 当 者 の 氏 名 、連 絡 先 も 必 ず 明 記 す る こ と ）し て 下 さ い 。 



４  □ 位 置 図 （ １ ／ ２ ５ ０ ０ ）  

５  □ 公 図 （ 写 ） ※ 転 写 場 所 、 日 付 記 載  

・ 法 務 局 の 公 図 写 を 添 付 し て 下 さ い 。  

・ 発 行 後 ３ ケ 月 以 内 の も の の 写 し を 添 付 し て 下 さ い 。  

・ 一 筆 の 土 地 の 一 部 を 申 請 地 に す る 場 合 は 、そ の 境 界 線 を 表 示

し て 下 さ い 。  

６  □ 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書 （ 土 地 登 記 簿 謄 本 ） ※ 写 し で も 可  

７  □ 土 地 区 画 整 理 事 業 施 行 中 の 区 域 に つ い て は 、仮 換 地 指 定 通 知

書 及 び 使 用 又 は 収 益 を 開 始 す る 日 の 日 付 が わ か る 書 類（ 写 し で

も 可 ）  

※ 換 地 処 分 が な さ れ た 場 合 に お い て は 換 地 処 分 通 知 を 添 付 し

て 下 さ い 。  

８  □ 敷 地 求 積 図  

・ 申 請 敷 地 の 実 測 面 積 の 求 積 図 を 添 付 し て 下 さ い 。  

・ 道 路 後 退 が あ る 場 合 は 、後 退 後 の 有 効 面 積 と 後 退 部 分 の 道 路

面 積 が わ か る 求 積 も 記 入 し て 下 さ い 。  

９  □ 敷 地 現 況 図 （ 平 面 図 、 断 面 図 ※ ２ 面 以 上 ）  

・ 道 路 幅 員 、 市 道 番 号 、 建 築 基 準 法 の 扱 い を 明 記 し て 下 さ い 。  

・地 盤 高 を 表 示 し て 下 さ い 。既 存 建 物 が あ る 場 合 は 、そ の 用 途 、

規 模 、 構 造 、 築 年 数 、 除 却 の 有 無 等 を 表 示 し て 下 さ い 。  

・ 隣 地 等 に 既 設 ブ ロ ッ ク が あ る 場 合 は 表 示 し 、 天 端 を 表 示 し て

下 さ い 。 (構 造 、 段 数 ) 

 

  

10 □ 土 地 利 用 計 画 図 （ 配 置 図 ）  

・ 道 路 幅 員 、 市 道 番 号 、 建 築 基 準 法 の 扱 い を 明 記 し て 下 さ い 。  

・ 建 物 情 報 を 表 示 し て 下 さ い 。 (用 途 ・ 構 造 ・ 建 築 面 積 (建 蔽 率

を 含 む 。 )・ 延 べ 面 積 （ 容 積 率 ）・ 最 高 高 さ 、 階 数 )  

・ 駐 車 場 の 位 置 を 表 示 し て 下 さ い 。  

11 □ 造 成 計 画 図 （ 平 面 図 、 断 面 図 ※ ２ 面 以 上 ）  

・ 道 路 幅 員 、 市 道 番 号 、 建 築 基 準 法 の 扱 い を 明 記 し て 下 さ い 。  

・ 盛 土 は 薄 い ピ ン ク 、 切 土 は 薄 い 黄 色 で 表 示 し て 下 さ い 。  

凡 例 の 例  

CB３段積み　H＝○○．○○

天端○○．○○



・ 計 画 高 は 四 角 で 囲 み 、現 況 高 は 赤 文 字 表 示 等 を し 、明 確 に 表

示 し て 下 さ い 。  

・ 法 処 理 の 部 分 は 法 の 表 示 を し て 下 さ い 。  

・ 断 面 図 で 高 さ を 表 示 し て い る と こ ろ は 、平 面 図 に 高 さ（ 現 況

高・計 画 高 ）を 明 記 し 、高 さ を 読 み 取 れ る よ う に し て 下 さ い 。 

・ 断 面 に つ い て 、 申 請 区 域 外 － 申 請 区 域 － 申 請 区 域 外 （ 市 道 ○

○ － 申 請 区 域 － 隣 接 地 ）等 に よ り 表 示 し 断 面 が 判 る よ う に 記

載 し て 下 さ い 。（ 事 業 区 域 内 の 駐 車 場 の 位 置 、建 物 を 記 載 し て

下 さ い ）  

・ 造 成 が 無 い 場 合 は 、「 造 成 な し 」 と 記 載 し て 下 さ い 。  

12 □ 建 物 平 面 図 ・ 建 物 立 面 図 ・ 建 物 求 積 図  

・ 建 築 確 認 申 請 と 相 違 な い も の を 添 付 し て 下 さ い 。  

・ 建 築 面 積 、 延 床 面 積 の 求 積 図 も 添 付 し て 下 さ い 。  

・ 増 築 の 場 合 は 、 既 存 建 築 物 の 図 面 が 必 要 で す 。  

・ 建 物 の 最 高 高 さ を 記 入 し て 下 さ い 。  

13 □ 現 況 写 真  

・現 地 の 状 況 が 分 か る よ う に 複 数 方 向 か ら 撮 影 し 、撮 影 の 位 置 、

方 向 を 示 す 図 書 を 添 付 し て 下 さ い 。  

14 □ そ の 他 （ 共 通 ）  

・ 区 域 を 赤 線 で 囲 ん で 下 さ い 。（ 図 面 4,5,8,9,10, 11,13）  

・ 関 係 図 面 に お い て 凡 例 を 表 示 し て 下 さ い 。  

切 土 、 盛 土 、 計 画 高 、 現 況 高 、 計 画 高 ラ イ ン 、 現 況 高 ラ イ ン  

各 種 構 造 物 等  

・関 係 図 面 に お い て ２ 項 道 路 の 場 合 、道 路 中 心 線・道 路 後 退 線・

後 退 幅 員 を 表 示 し て 下 さ い 。  

・ そ の 他 必 要 と 思 わ れ る 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が あ り ま す 。  

 

主 な 申 請 例 ： 都 市 計 画 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 許 可 を 受 け る 必

要 が な い も の  

主 な 該 当 項 目  主 な 添 付 書 類 ・ 図 面  

＜ 市 街 化 区 域 ＞  

規 制 規 模（ ３ ０ ０ ㎡ ）以 上 で あ る が 、開 発 行 （ １ ） ～ （ １ ４ ）  



為 に 該 当 し な い も の  

＜ 市 街 化 調 整 区 域 ＞  

旧 住 宅 地 造 成 事 業 に 関 す る 法 律 の 認 可 を 受

け た 区 域 内 で の 新 築 、増 築 、改 築（ 区 画 形 質

の 変 更 を 伴 わ な い も の ）  

（ １ ） ～ （ １ ４ ）  

 


